
令和４年度第１回香美市権利擁護連携協議会会議録要旨  
１ 日 時 ： 令和４年 10月 28 日（金）10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

 

２ 場 所 ： 香美市役所３階 会議室２（Ｗｅｂ会議参加有り）  
３ 出 席 者 
（１）臨  場 ： 小松会長、秋友副会長 

佐藤委員、森委員、竹﨑委員、殿村委員、五百蔵委員 
中山（泰）委員、山下委員、弘末委員、山中委員、宮下委員 

（２）Web 会議 ： 田村委員、中山（智）委員  
４ 欠 席 者 ： 宗石委員  
５ 随 行 者 ： １名 

※傍聴不可  
６ 会議録要旨 
（１）議題 
議案１ 会長、副会長の選任ついて 

会長に小松委員、副会長に秋友委員を選任した。  
議案２ 中核機関の設置について 

中核機関の運営は、香美市による直営方式とする。 
中核機関の主な機能としては、広報と啓発（香美市社会福祉協議会へ委託）、相談（一

般の方及び親族後見人からの相談を高知県社会福祉協議会が実施の「高知県権利擁護支

援アドバイザー派遣事業」を活用して実施）を実施する。 
予算については、当初見込みより大幅に少ない額となった。 
後見人の受任調整や担い手育成、不正防止については準備不足のため、当面見合わせ

る。 
【原案通り議決】  

議案３ 香美市権利擁護連携協議会設置要綱の改正について 

中核機関の設置に合わせて、条文を修正するもの。 
【原案通り議決】  



（２）報告 
報告１ 成年後見市長申立ての状況について 

高齢については、この２年減少微増傾向にあり、障害は年に１件程度で推移している。 

 

報告２ 高齢者・障害者虐待通報・認定状況について 

通告件数はやや減少しているという報告に対して、県全域及び近隣市町村の件数も合

わせて確認し、本市だけの傾向であれば、把握できていないだけではないかといった視

点を持つように助言がある。 

虐待通告を受けての後の支援は、市単独では対応が難しい事案もあることから、関係

機関で協力していく必要があることを確認した。 

緊急時の避難先としての空き家の活用について意見交換した。 

 

報告３ 成年後見制度利用促進基本計画作成について 

令和４年度末に社会福祉計画と一体で計画策定する。中核機関の設置後、条件が整え

ば個別に計画を策定する可能性がある。 


